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歴史教育の定着を

北海道高等学校世界史研究会

会 長 戸 出 秀 邦

（北海道芦別高等学校長）

昨年、第８８回全国高校野球選手権大会において、駒沢大学付属苫小牧高等学校が、高校野球史

上７３年ぶりの３連覇を目指しました。早稲田実業高等学校との決勝戦も球史に残る試合で、３７

年ぶりに再試合になりましたが、結果は惜しくも準優勝でした。しかし、高校生の最後まで試合を

捨てない気持ちの素晴らしさは、昨年、一昨年に負けないものがありました。またプロ野球におい

いても、北海道日本ハムが札幌移転３年目にして日本一になる快挙をもたらし、道民に夢と希望と

感動を与えてくれました。

さて、今日の社会情勢は、グローバル化、高度情報化、少子高齢化、価値観の多様化が進行し、

青少年を取り巻く環境も大きく変化しています。教育システムも時代の流れに合ったものに改め、

社会の変化に沿った主体的な学校改革が求められていますが、昨年は「いじめ」や「未履修」問題

が全国的な関心を集めました。特に「未履修」に関しては、世界史教育に携わる教師としては頭の

痛い問題ですが、国際社会に生きる生徒の将来を考えた時に、歴史教育の基礎・基本を生徒に定着

させることこそ、教師に課せられた使命ではないかと思います。

また、高等学校の緊急の課題として、教育内容の充実に向け、地域の教育力を活用した実際的・

体験的学習を重視し、望ましい人間観・職業間を培うキャリア教育があります。生徒一人一人が、

生涯学習社会を自らの意志でたくましく生きるために必要な「自ら考え、判断し、行動できる力」

の育成という視点で、こらからの教育のあり方を考える必要があるとも言われています。

昨年の第３７回高世研の大会は、講演「アメリカ建国神話の再検討」や研究発表・報告「フラン

ス近代史における教育制度」「世界史研究会３０周年大会の宿題」等があり、教材として授業でも

活用できる内容で、研鑽の場として大変充実した研究大会でした。

新しい時代に生きる生徒たちのために、授業を通しての歴史的思考力や判断力・表現力の育成を

自信を持って指導できるように、世界史教育に携わる教師は常に研鑽して資質の向上と力量を高め

ることが必要ではないでしょうか。諸先生方のそれぞれの学校でのご活躍を期待申し上げます。
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第３７回研究大会記録

日 時 平成１８年８月４日（金）

会 場 北海道大学 文系共通講義棟（２０３号教室）

講 演 安武 秀岳 氏 （北海学園大学人文学部教授）

研究発表 渡邉 大輔 氏 （北海道札幌白陵高等学校）

報 告 宮浦 俊明 氏 （北海道札幌星園高等学校長）

司 会 佐野 祐子 氏 （北海道旭川東高等学校）

小華和 靖 氏 （北海道釧路湖陵高等学校）

記 録 山口 修明 氏 （北海道白糠高等学校）

北島 靖之 氏 （北海道熊石高等学校）

講 演

「アメリカ合衆国の建国神話

－日本における『メイフラワー

誓約』研究史の再検討」

北海学園大学人文学部

教授 安武 秀岳 氏

いわゆる ”Mayflower Compact” とい
うものがそもそも何であったかについ

ては、ここ数年来大きく書き換えられ

ようとしている、これは私の主張もあ

るが、これからもおそらく変えられる

だろう。このタイトルを日本語でどう

表現したらいいか。つまり高等学校の

授業の中でこの文書をどのような名前

で呼ぶか、ということ自体も問題にな

りそうなところである。 ”Mayflower
Compact” という題名の文書はない。こ
の文書はプリマス植民地を建設した指

導者ブラドフォードの遺書とも言うべ

き『プリマス植民地について』の中に

収められている、私に言わせれば「村

の掟」のようなものに過ぎない。これ

はこれまでの評価とは違うと理解して

る。だんだんそういう理解が強まって

いると考えている。要するにこの文書

は近代的な社会契約の元祖だという理

解が長い間あったわけである。なぜか

というと「教会員」つまり、確かに一

つの信仰を持ってやってきたが、この

”Compact” に署名している人には教会に
属していない人も署名している。従っ

て政教分離の原型、合衆国憲法の原型

だという理解がある。
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確かにそういう人が署名しているの

は事実だが、この文書を主体的に作成

した人々は、これは自らの信仰を守る

ために遠く大西洋を船出してきた人々

である。文言の内容から判断する限り、

純粋に世俗的な精神で書かれたもので

はないと思う。従って、権力間協定の

響きのあるような「協約」という言葉

よりもこの「誓訳」という信仰共同体

的な響きのある訳語の方が彼らの精神

構造にうまく合致している。いわゆる

社会契約論の先駆ではない、というの

が私の話の論旨である。研究者からも

今まで社会契約論の元祖だと授業して

いたが、論文を読んで考え直さなけれ

ばいかん、という手紙をいただいたの

で、高校でも恐らくそういうことがあ

るだろう。なおこの講演の論旨はそこ

（資料）に書いている２００５年の論

文で、その中で発表していたものであ

る。

さて、本題に入るが、「メイフラワー

誓約」について言えば、文書がどうい

うものであるかの検討から入らなけれ

ばならないのですが、現在一番信用で

きる翻訳というのは『原典アメリカ史』

の第１巻に出ている高木八尺氏の訳が

一応一番品位があるといっていい。高

木氏に関してはもうひとつ（資料）ｂ

に書かれているが、１９３１年に書か

れた『米国政治史序説』この中にすで

にもとの訳がある。それからさらにさ

かのぼっていくと、天皇機関説で有名

な美濃部達吉氏の翻訳がある。『米国憲

法の由来および特質』。これは完訳では

なく抄訳といった方がいい。新しいと

ころでは、先生方に、大学でも高校で

も非常に便利なものとして（資料）ｄ

の大下尚一氏が編集された資料集があ

る。これは高木氏の訳と大差がない。

さらに最近では、大西直樹氏の『ピル

グリムファーザーズという神話――作

られた「アメリカ建国」』、要するに「メ

イフラワー誓約」は神話だったという

ことの決定版を出された本である。英

文は参照しなければいけないので、（資

料の）別紙のところにいくつか載せて

おく。英文は高木氏の資料集の場合に

はブラッドフォードの自筆のコピーが

あるが、これは我々はなかなか読みに

くいので、斎藤真氏が編集された『ア

メリカ政治外交史教材』（東大出版）を

載せておいた。

『神の名において、アーメン。我等

下記に名を記す者は、神の恩寵により

てグレート・ブリテン、フランス、ア

イルランドの王に即位した我等の恐ろ

しき主権者・ジェームズ国王陛下、か

つまた信仰の擁護者等々でもある国王

の忠実な家臣である。かかる我等は、

神の栄光のため、また、キリスト教の

発展と我等の国王、並びにわが国の名

誉のため、ヴァージニア北部に最初の

植民地を建設すべく航海に乗り出した

が、ここに本証書を持って、神とお互

いの前で厳粛に相互の契約を交わし、

自らの秩序の向上とその存続、及び前

述の目的の増進のため、団結して市民

的政治組織体を創設する。今後それに

基ずき、適宜、植民地全般の福祉のた

め、最も適切と考えられる正しい、公
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平な法律、政令、規則、団体規約を制

定し、公職を設け、我等がすべてが当

然これに服従すべきことを制約する。』

ここで重要なのは、（資料）１の３のと

ころに入るが、英語の本文の中の２行

の 中 に ”our dread Sovereign Lord
King”、ここにアンダーラインを引いて
いるが、この ”dread” という言葉が訳さ
れていない。高木氏の場合には「われ

らの統治者たる君主」、”dread” が抜け
ている。大西氏のつい最近の訳では初

めて「畏れ多き君主」と訳している。

私は「我等の恐ろしき主権者・ジェー

ムズ国王陛下」というように訳した。

この訳語の違いがなぜ出てきたかとい

うと、高木氏や美濃部氏はいずれも社

会契約論の先駆だったということを理

解されたい。大西氏と私はどうもそう

ではないと考えている。斎藤真氏は高

木・美濃部説を批判的に検証している。

ただし、どちらかというと歴史的伝統

というよりも「原型」という言葉で理

解されている。それから高木氏と美濃

部氏の戦前訳には「陛下」という言葉

が入っているが、戦後の訳にはなくな

っている。いったいこれは何だろう？

これは我々の世代にとっては非常に興

味ある問題である。いつの間に陛下か

ら陛下でなくなったか。今でも「天皇

陛下」というけれども、歴史的なこう

いうものに関しては陛下という言葉が

消えてしまう。いったいこれは何だろ

うとかなり批判的に検討した。

ところで斎藤真氏のピルグリム像の

中で ”dread” という言葉がなくなってい
る。これはいったいどういうことだ、

ということが言える。斎藤氏が書かれ

た物は「同質と異質との統合――原型

としてのプリマス植民地の形成――」

『アメリカ革命史研究――自由と統合』

（１９９２年）これは立派な本で大変

勉強になる。そこで斎藤氏が指摘して

いることは、ひとつは高木・美濃部か

ら継承された問題だが、ロックの社会

契約論の先駆である。そして同時にア

メリカの法文化・憲法の原型になって

いる、そういう論理で組み立てられた

ピルグリム像である。これは私に言わ

せれば、いわゆる理念型の政治である。

つまりある種、斎藤氏の講演というの

は非常に理念型、モデルを作っている。

モデルで全部説明していく。自分のモ

デルにあったところだけ訳してそれを

否定するわけではないが、ちょっと知

らん振りしておく。どうもこの理念型

構成によって不要な ”dread” という言葉
を明示的に言及しなかったのではない

か。しかしこの ”dread” という言葉を斎
藤氏が全くわかっていなかったかとい

うと、これはありえない。この ”dread
Sovereign Lord King”、これの問題性と
いうのは ”dread” をスキップされている
という問題性を認識していたと私は解

釈している。彼の文章にこういう文章

がある。「冒頭の国王への言及は、それ

が主語ではなく目的語であるという主

要な相違を除けばたとえヴァジニア会

社への特許状の冒頭等の言葉ときわめ

て類似している。このことから直ちに、

聖徒たちは誓約文の背後に国王の権威、

伝統的正当性があるかのごとくに記し

たとまで考えることは、読み込みすぎ
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であろう」。誰か考えた人が恐らくいた

のではないか、素直に読めばそういう

風に読めるわけである。それからこの

メイフラワー誓約について、 ”dread
Sovereign Lord”についてヴァジニア会
社 へ の 特 許 状 を 見 れ ば わ か る 。

”James,by the Grace of God,King”これ
はつまり James のところに称号が一切
ない。称号が一切ないというのは斎藤

氏の言葉では「それが主語ではなく忠

誠の目的語であるという主要な相違を

除けば」、そこが主要な相違だというこ

とになってくる。これを読んだだけで

は恐らく何の関係もない人が読めば言

語学者の禅問答みたいな話に聞こえる。

しかしなおかつこういうことを言う。

しかも「伝統的正当性があるかのごと

くに記したとまで考えることは」誰か

が考えたらしい。それに対する自らの

主張だったと私は理解せざるを得ない。

これは斎藤氏の本を読まれていろいろ

と考えていただければと思う。

なぜ直接に ”dread Sovereign Lord”と
いう言葉を使わずに抽象的な言葉で言

われたかを考えた。ひとつは斎藤氏の

恩師である高木氏が ”dread” をスキップ
されたということがある。もうひとつ

は ”dread” に言及すると理念型構成に
「不協和音」をもたらすと私は理解し

た。あるいは３つ目、これが一番の大

きな理由かもしれないが、訳語の選択

に戸惑ったのではないか。実は私もこ

の ”dread” という言葉をどう訳したらい
いかずっと論文の原稿を書くまで迷っ

ていた。結局斎藤氏が学会の懇親会で

先生に ”dread” がないということはご存
知だったのでしょうねと言ったら、は

じめは何のことかとしばらく沈黙され

て、「君ならどう訳すかね」とおっしゃ

った。恐らく斎藤氏は困られたのでは

ないか。自分の偉い先生がそういう訳

をされている。さらに斎藤氏は英文学

の教授・大先輩に囲まれているからそ

う簡単に誤訳はできない。これは勝手

な推測だが、しかも先学の高木八尺氏

は ”dread” をスキップされている。そう
いう状況に合ったと私は理解している。

そういうことで斎藤氏は東京大学法学

部のアメリカ政治担当講座、ヘボン講

座の教授であり、従ってアメリカ史の

政治の説明を法学部では説明すればい

い、従って彼の仕事というのはピルグ

リムたちが『アメリカ史の文脈』でど

ういう位置を占めているか、というこ

とが自分の仕事であると考えていた。

『アメリカ史の文脈』というのは斎藤

氏が前に書かれた本に『アメリカ史の

文脈』がある。この観点からすると、

国王とピルグリムの関係よりも、誓約

内容とその後のアメリカ史との関係こ

そが問題である。これは世界史をやっ

ておられる方の日頃考えておられるこ

とと重複するかもしれないが、近代の

歴史学研究というのは国別分業体制で

おこなっている。アメリカ政治史家が

ピルグリムのイギリス史上での位置づ

け、そういうことまで、アメリカ史に

とってピルグリムがどうであったかと

いうのは主題であってイギリス史の中

でいったいピルグリムが何だったのか、

ということは必ずしも追求しなくても
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よろしいという風に思われている。む

しろ学問上の禁欲的な態度というもの

が許されると考えている。しかし世界

史全般の問題として考えるならば、ピ

ルグリムはアメリカ人ではなくてイギ

リス国王の臣民である。この誓約書は

基本的にはアメリカ史の問題ではなく、

イギリス史の問題であるはず。となる

とアメリカ史家は ”dread Sovereign”様
は敬して遠ざけたいという風に思うわ

けである。ところが、イギリス史から

見るとどうなるか。ピルグリムという

のは百人そこそこで大西洋を渡った屯

田兵にしか過ぎない。署名者は４１人。

これではとてもイギリス史家がまじめ

に研究しようという気にならない。そ

ういう矛盾がある。日本のイギリス史

家にとってはもっと翻訳の問題で言え

ば固有の重要な問題がある。たとえば

王 権 の 問 題 と か ら ん で English
“Constitution” とは何と訳すべきか。今
回の話は訳語の話に入っているが、恐

らく憲法改正などの議論の中で出てき

ているものであるから先生方は興味を

持っていると思う。とにかくイギリス

には成文憲法がないし、国家基本法と

していったいあるのか否か、これも議

論があると思う。だからこれも歴史的

に考えると日本で憲法、国政、憲政、

国制、政体、近頃よく聞かれる「国の

かたち」、実は国体と訳してもいいので

はないか。これはかなり挑発的である。

近藤和彦氏というイギリス史の東大教

授がかつて言った。その後ほったらか

しになって本人もまだ国体とは訳して

いない。ついでながら “Constitutions”

という言葉は ”Mayflower Compact” に
も出てくる言葉で、資料を見ていただ

ければわかると思うが、原文を見ると

“Constitution” が複数形になっていると
ころが面白い。他の方はみんなこれを

「憲法」と訳している。「憲法」以外に

訳した人はいないと思う。「憲法」とい

うのは国家権力が作るときにはじめて

「憲法」と呼ぶ。国家権力が作る「憲

法」はその団体の中の話であって、他

で通用するものではない。労働組合に

も “Constitution” があるが、これは「団
体規約」とは訳さない。室町、戦国、

江戸時代に民衆の間で作られた定め書

きを日本語で何というか、それに近い

のではないか。村の中での約束事をす

るときの約束を何というか。私は残念

ながら日本史の方は詳しくないので「団

体規約」と訳した。

戦前の高木訳があったということが、

斉藤氏が ”dread Sovereign Lord King”
をどう訳すかと聞いたときに高木氏の

訳があるよと言われ、そういう点でも

私はこの論文を書くときに恩義を受け

て言ってみれば恩返しをするつもりで

書いた、と思っている。

そしてその中に先駆訳としての美濃

部訳があった。そうするとそこから新

たな展望がある気がしている。この翻

訳の問題は日本史の問題だと考える。

これは日本キリスト教史の問題だと言

っ方もいる。というのは（資料）７に

入りますけれども、さっき言ったよう

に高木氏も斉藤氏も東京帝国大学法学

部のヘボン講座に関わっていた。そこ
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で登場してくる人物を見ると、美濃部

達吉、新渡戸稲造、吉野作造、高木八

尺。大正デモクラシーを担った人とい

ってもいいし、憲法論で言えば「天皇

機関説」学派であったといっていい。

それから天皇機関説学派のもうひと

つの問題点は、 ”our dread Sovereign
Lord King James”という言葉を訳すと
きに ”Sovereign” が訳されていないとい
うか、それを主権者とは訳していない。

イギリス史の資料を読むと ”Sovereign”
という言葉はほとんど主権者というよ

うに翻訳されていない。これは古い時

代からそのような感じがする。これも

おそらくは天皇機関説と関係している

のではないのか、というのが私の推定

である。とにかくなぜというのがわか

らない。”Sovereign” を辞書で引くと主
権者とか統治者とかいろいろあるが、

主権者と訳したほうが現代人としては

ピンとくると思う。それからもちろん

”Sovereign” というのは１５世紀のイギ
リスのある王様が作った金貨のことを

”Sovereign” 金 貨 と い う ら し い 。

”Sovereign” という言葉にはいろいろと
訳し方はあると思うが、「主権」と訳し

たほうが私は納得いくが、そうは訳さ

れなかった。ひとつの私の考え方だが、

明治憲法期の最大の政治的争点は主権

者の位置づけではないか。主権者とは

何か、”Sovereign” とは何か。明治憲法
期 の 最 大 の 政 治 的 争 点 で あ る

”Sovereign” を「主権者」と訳してしま
ったらいろいろと困ったことになる。

「主権者」という言葉と使いたくなか

ったのではないか。多分使うと憲法学

的にいろんな派生的な問題が出てくる。

もちろん最終的には統帥権の問題にま

で関わってくる。あの時期に「主権者」

と訳してしまうと問題があったのでは

ないかと私は理解している。特に歴史

家が巻き込まれたくないと思えば「統

治者」とか何とかと訳しておけば都合

がいい。憲法学などという怖い学問に

引き込まれずに済んだのではないかと。

それから ”Sovereign” という言葉はイギ
リスだけではなくて西欧世界どこにで

もある。しかも中世後期から近世、近

代、現代に至るまで連続している。従

って ”Sovereign” を全部「主権者」と訳
してしまって、ただその主権者から実

際に、１６世紀のイギリスの国王が

”Sovereign” であり、１９世紀の国王が
”Sovereign” であり、決して ”Sovereign”
という言葉自体が時代によって意味が

変わっていくんだというふうに議論し

た方が少なくとも学問的には理解しや

すいと考える。

いよいよ問題の核心に入りたいと思

うが、１９８０年代のイギリスの学会

動向に ”linguistic turn”という言葉があ
る。これは特にイギリス史に興味をも

っている方以外は知らない言葉かもし

れないが、言語分析を通じて歴史を研

究する。７０年代から８０年代にかけ

ていわゆる社会史が出てきた後、今度

は言語分析の形で歴史を読み替えよう

ということが出てきた。私もその真似

事をしたいと思って、Oxford English
Dictionary を調べてみると、”dread” と
いう言葉は１５世紀の初頭から１７世
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紀の中葉までは尊称として使われてい

る。ところが（資料）１０になるが、

Samuel Johnson博士の英語辞典として
有名だが、「この言葉は異論の多かった、

あの恐ろしき国王陛下という文言を意

味していたようである」。１８世紀にな

ると、もう少し緩やかな ”Most Gracious
Sovereign” という言い方が普通になっ
てくる。従って ”dread” という言葉は中
世後期に限って、１８世紀に入ると使

われなくなっている。いったいこれは

何なのか。これは尊称としての ”dread”
の使用を許さないような政治思想上、

あるいは国政上の大転換が起こったの

ではないか、つまり名誉革命、その後

に啓蒙の時代。これは大西氏の訳との

対比で考えていただきたいのだが、大

西氏は「畏れ多い」というように訳さ

れているが、畏れ多いという言葉は今

でも我々は使うことができる。”dread”
という言葉は今使ったら大変な反発を

食らうことになる。「恐ろしい」とか「嫌

悪すべき」という人々に対してだけ今

は使われている。消して敬語にはなら

ないのである。では中世後期の ”dread”
はどういう意味だったのかというと、

「畏れ多き」という言葉はちょっと合

わない。私の考えでは、中世の英語辞

典などをざっと見た感じでは、「地震・

雷・火事・親父」、これが ”dread” だ、
父なる神もある意味 ”dread” である。神
の恩寵を得て即位した武門の統領であ

る国王もまた ”dread” である。言ってみ
れば日本史で言う（織田）信長のイメ

ージである。”dread” が尊称として使わ
れてもいいのではないか。中世後期か

らルネサンス期のマキァヴェリの時代

を経て、ヘンリー８世は言うことを聞

かなかったからトマス･モアを首切りに

し、チャールズ１世もピューリタン革

命で首を切られた。首を切った当の本

人のクロムウェルの場合は墓を掘り起

こしてもう１回首を切る、こういう時

代、非常に血生臭い。ここではやはり

「畏れ多き」という何となくほわんと

した言葉ではなくて「恐ろしき」と訳

した方がいいのではないか、と私は考

える。

”dread” の問題はそれくらいにして、
”dread” を回避した斉藤学説に対して批
判しておかなければならない。ジョン･

ロックとの類似性を斉藤氏は言ってい

るが、ロックの社会契約論の目的とい

うのは、「恐ろしき主権者」の臣民たる

ことを自己否定することである。その

意味において、人民主権理念確立への

志向性とか、人民といってもいろんな

人民がいるわけで、この時代の人民と

いえば恐らく具体的に言えば貴族とブ

ルジョワ、ジェントリぐらいが人民で

あり、そういう人たちの財産を絶対守

らないといけない、王権に対して抵抗

する、そういう論理としてロックの社

会契約論というのは構築されている。

従ってピルグリムとロックとの間には

歴史的、段階的な隔絶があると私は考

えている。ただしロック以降の近代社

会契約論が貴族、奴隷主を含めた広い

意味での「有産階級」の権利擁護のイ

デオロギーとして発展した点は無視す

べきではない。人民とは言うけれども
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人民たるやそういう人民であるという

ことは注意しておかなければならない。

これは私のアメリカ論になるが、合衆

国憲法が奴隷制を容認したのは、１８

世紀の支配的イデオロギーとしては決

して異常なことではなかった。今でこ

そこれは納得いかないが、１８世紀の

人はみんな納得していた、少なくても

当時の支配階級の人たちはそうだった。

それで ”dread” に関して言えば大西氏
の訳で、私の感性とは会わないが「畏

れ多き」でもちゃんと問題点をおさえ

ている。そしてメイフラワー契約につ

いても私と非常に近い。（資料１２に）

書いておいたが、大西氏の社会契約論

先駆説ではないという主張を要点だけ

説明すると、”Mayflower Compact” と
いう言葉は、後に６代目大統領になる

若きジョン・クインシー・アダムズが

１９世紀初頭に初めて創り出した言葉

であり、そしてそれは建国神話である、

ということ。そしてもう一つ重要な点

は、これが国家の祝日として初めて制

定されたのが奴隷解放宣言の年で、そ

の年の１１月の最終木曜日だというこ

とである。これは非常に重要な点で私

も納得している。ただ大西氏の説明に

対しては若干説明が不十分だと理解し

ている。それは何かというと、（資料）

１３で大西説批判と書いているが、南

部の奴隷制と北部の中産階級的資本主

義との両者の政治文化の対抗関係を無

視しては、この建国神話の形成は説明

できないということである。実は（資

料）１４に書いておいたが、結局は中

産階級的なニューイングランド・ヤン

キー政治文化の勝利であるということ、

そしてこれによって失われたのが奴隷

所有者階級の集権論である。そういう

文脈の中で北部のニューイングランド

の「感謝祭」が国の記念日になるとい

うことになったということである。

（資料）１５だが、観光業者にとっ

て見ると、「プリマス派」はそもそもア

メリカに最初にやってきたイギリス人

というのは実はプリマスではない。ジ

ェームズタウンの方が先である。とこ

ろが ”Thanksgiving Day”の祝日はジェ
ームズタウンではなくてプリマスの建

設記念日になっている。結局南部の観

光業者たちはこれに対抗するためにウ

ィリアムズバーグを宣伝する。１８世

紀の遺跡として形のあるものはほとん

どウィリアムズバーグしかない。それ

だけウィリアムズバーグというのは栄

えていたのだが、これで観光業者は対

抗している。昭和天皇もウィリアムズ

バーグに宿泊したと記憶している。要

するに国の出発点がどこにあるのかと

いうことは、南北戦争までは北部の４

０～５０人の署名したものが建国の原

点だ、などという話は通らなかった。

南北戦争前の時代というのはほとんど

の大統領は奴隷主義者であり、首都ワ

シントンでも奴隷制が存在していた。

そういう時代なので、とてもではない

がメイフラワー誓約のプリマスがアメ

リカ史の原点などというのは通用する

話ではなかった。（資料）１５のところ

に書いてある落合氏という南部プラン

テーション研究の人がいるが、早速サ
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ウスカロライナ州のシーアイランドで

南北戦争でヤンキーによって宣伝され

た「ヤンキー新聞」の中ではこの祝日

がいかに大事かということが黒人相手

に書かれていたという情報をいただい

た。要するに奴隷解放の時期、メイフ

ラワー誓約のおこなわれた年を国の起

源だというような神話は南北戦争が終

わって初めて全国民的な祝典として認

められた。もちろん南部は認められな

かったけれども、全体として国民の祝

日になるのは南北戦争を経なければな

らない。南部との対抗関係に対して大

西氏は説明していないので、１９世紀

全般の政治史が私の専門であるから、

自分の専門のところで締めくくるとい

うのが一番良かろうと思い、今日の話

を終わらせていただきたいと思う。

【質疑応答】

Ｑ１：メイフラワー誓約の神話につい

てアメリカの研究者の間では社会契約

説の先駆であるということについてど

のような議論がされているのか。

（札幌白陵・渡邉）

Ａ１：近年の日本のアメリカ史家たち

はたいしたことはなかったというよう

に概説書の中に書かれている。たとえ

ば私が一緒に関わって編集している『ア

メリカ合衆国の歴史』という本がある

が、その中では今までのアメリカ史と

いうのはニューイングランド中心のア

メリカ史である。しかし植民地時代の

アメリカの発展の基本的な筋道はむし

ろ南部にある。有賀氏の言葉を紹介し

ておくと、「プリマスの入植は実際の歴

史の中では小さなエピソードに過ぎな

い。それにもかかわらずアメリカの物

語的な歴史の中でプリマスへの入植者

が特に敬意を持って扱われていたのは

彼らが自らの信仰に従って生活できる

社会を作るという理想を持って家族ぐ

るみで移住してきた人々であること、

そのために大きな犠牲を払ったこと、

彼らの指導者が詳細な記録を残してい

ることによる」。この有賀氏はアメリカ

学会の会長もやった人で、非常に温厚

な人だが、いまさら社会契約と言って

も仕方がないと別な形で言っている。

なおかつ説明の仕方がうまいので、記

録として残っている。それから家族ぐ

るみでというのはどういうことかとい

うと、ヴァージニアのジェームズタウ

ンにやってきた連中はどちらかといえ

ば一攫千金を夢見てやってきた連中で、

後に奴隷制社会を発展させていく人た

ちである。いわゆる中産階級的な家族

イメージ、コミュニティーイメージと

は合わない。南北戦争後になると奴隷

制社会を作った先祖なんていうのはも

う賞賛できるようなことではなかった。

記録もそれほどきちんとなされていな

い。要するに金儲けだけに来た。新し

い理想の社会をつくろうなどという宗

教的な願望はほとんどもっていない人

たちだった。もうひとつ言えば、プリ

マスの殖民地はそもそもが、独立１３

州の中にはない。マサチューセッツに

吸収される。そういう意味でプリマス

植民地というのは消えてしまった植民
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地だった。恐らくアメリカでもそうい

う理解が強まっていると理解してもら

っていいと思う。

Ｑ ２ ： ” M a y f l o w e r C o m p a c t ”、
”Thanksgiving Day” が実際にアメリカ
国民の間ではどのように扱われていた

のか。 （剣淵・本間）

Ａ２：実はジョン・クインシー･アダム

ズという人は北部のニューイングラン

ドの出身の政治家である。ニューイン

グランドの政治家というのは当時のア

メリカでは非常に特殊な地位にあった。

アメリカ初期のころで北部から大統領

が出たのはジョン･アダムズとジョン・

クインシー･アダムズの２人だけであ

る。しかも彼らは一期やっただけです

ぐ落選する。南部の人、中部の人たち

にとっては独善的というか自分たちの

文化・倫理観を主張するものだと考え

られていた。たとえばニューイングラ

ンド・スクールマンという言葉がある。

ニューイングランドの女の先生。女性

差別の言葉であると同時に自分の道徳

を押し付けるというふうに言われる。

１９世紀を通じてニューイングランド

は国民文化では主導権を握れない。そ

れから先の問題をもう一度説明すると

大西氏は東部のエリート、ジャクソニ

アンデモクラシーという西部の民衆と

いう対立の中で東部のエリートが作り

出した神話だと解説している。ところ

が東部といっても一番東はニューイン

グランド、しかし広くアメリカ史で考

えれば中部大西洋岸だって東部だし、

ヴァージニアだって東部だし、東部と

はいうけれどもそれはあくまでも彼の

言う東部というのはニューイングラン

ドである。ヤンキー中産階級文化は中

部では少し広がるが、南部ではほとん

ど受け入れられない。従って南北戦争

前までは ”Thanksgiving Day”を作ろう
という話は国民の中で非常に少数派で

あったといえる。それから記憶の問題。

おそらく支配階級が作り出してくる公

的な記憶というのはいわば伝統の創造

というものに過ぎなかったのであると、

歴史事実は違うというような歴史認識

はフランスやイギリスでもどこの国で

もある。そういう国際的な研究者の問

題や関心が連動しているというふうに

見て間違いないと思う。

Ｑ３：”Sovereign” という言葉を「主権
者」と訳すかという問題について、”our
dread Sovereign Lord King James”な
ので「主権者であるジェームズ王」と

訳すると凄くくどくなるという印象を

受けるのだが。 （旭川東栄・松田）

Ａ３：現代から言うと短くした方がい

いということもあるが、”Sovereign” を
形容詞と読むか名詞と読むかという問

題が出てくる。名詞を形容詞的に使う

ことはよくあることであるし、古い時

代の人たちというのは肩書きを全部並

べてしまう。これが当たり前なので中

世の人たちというのは（肩書きが）長

いほど偉いとか、権力があるというも

のなのである。それから今の質問の別

の観点で申し上げておくと「神の恩寵
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によりてグレートブリテン、フランス、

アイルランドの王に即位した・・・」

これは百年戦争が百年以上経ってもま

だ称号を言い続けている。これが終わ

りになるのは１８０１年。つまり百年

戦争時代以来の称号をずっと持ち続け

る。そして称号は地位を示している。

今だったら我々は想像もつかないくら

い５００年もなくなった土地を自分の

土地だといい続ける。そういうものは

それぞれが名詞的なもので、この場合

はどっちに読むか英語の先生と議論が

出てくると思う。

Ｑ４：映画『アミスタッド』をどう見

るか。ジャクソニアンデモクラシーに

関連して（資料の）お話を伺いたい。

また１９世紀のアメリカ史の研究者の

立場から見て現在のアメリカのデモク

ラシーに対する考えを聞かせてほしい。

（当別・吉嶺）

Ａ４：映画『アミスタッド』は基本的

にジョン･クインシー･アダムズの描き

方は間違っていないと思う。彼は１８

世紀末の一時期非常にラディカルなこ

とを言って、ハイチ革命政権と協力し

ようなんてことを言っていた。もちろ

んその時はフェデラリストで、１９世

紀の初頭までフェデラリストであった。

ところが１８０７年にはヨーロッパと

紛争があって何とか戦争を回避したい

というところでジェファソン政権に、

リパブリカンの方に協力するようにな

った。それと同時にリパブリカンの中

心というのは南部奴隷所有者であった。

従って南部の奴隷所有者との協調関係

を続けた。ところが１８２４年の選挙

で大統領になった途端に南部の奴隷所

有者たちと決別する。彼の政策という

のは南部の人々にとってはとても許せ

ない。それからパナマ会議に対する姿

勢に関しても南部の人たちはジョン･ク

インシー･アダムズに批判的な念を持っ

ている。それがもとで次の選挙でジャ

クソンに負けたというのが私の基本的

な解釈である。それから対外政策の問

題。私が近頃思うようになったことは、

共和主義とかデモクラシーとかそうい

うものが帝国主義と非常に整合性があ

る。近代デモクラシーというのはアメ

リカが最初である。近代アメリカ史の

発展の中ではデモクラシーと称してい

た人たちを指導したのが奴隷所有者で

あった。そして対外的な強硬論を展開

したのも奴隷所有者であった。従って

奴隷所有者がデモクラシーと合わない

だとか帝国主義がデモクラシーと合わ

ないことではない。現実にデモクラシ

ーと言っていた人たちがそういうこと

をやった。デモクラシーというのは非

常に合理的な制度で、権力の正当化の

ためにはそれを抜きにしてはなかなか

やれない。これは事実だが、現実のデ

モクラシーというのは常に対外侵略的

な要素を持っていたというのが私の理

解である。もうひとつはジャクソン時

代から民衆的な基盤でのデモクラシー

があった。そういう意味で言えばブッ

シュ氏などは共和党だが、どちらかと

いえば民主党的な伝統を受け継いでい

ると言っていいのではないかと思う。
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研究発表

「歴史研究と世界史教育
－１９世紀フランス初等教育史を

手がかりに－」

北海道札幌白陵高等学校教諭

渡邉 大輔 氏

はじめに

－歴史学と歴史教育の今日的課題と

可能性－

ⅰ）歴史学の今日的課題と可能性

①小田中直樹

『歴史学ってなんだ』

（ＰＨＰ新書 ２００４年）

「パパ、歴史は何の役に立つの。」

〔マルク・ブロック〕

はじめにいくつかの研究を通して歴史

学の今日的課題と可能性を考えたい。ま

ず、小田中直樹氏の『歴史学ってなん

だ？』を取り上げる。この本は『歴史学

のアポリア』（山川出版社 ２００２年）

を一般的にしたものである。彼はこの本

の中で、歴史家マルク・ブロックの著書

『歴史のための弁明』にある「パパ、歴

史は何の役に立つの。」という有名な問い

かけを紹介している。これには２つの意

味が含まれていると思われる。１つは「歴

史学と歴史小説の相違」の問題である。

これは「歴史学の科学性」あるいは「史

実へのアクセス可能性」とも言い換えら

れる。もう１つは「歴史学は現実の問題

を解決するのに役立つのか」つまり「歴

史学の有用性」の問題である。「歴史学の

有用性」については最近「今歴史とは何

か？」という形で盛んに研究されている。

欧米でもこの「What is history now？」

という問題に多くの研究者が本を出して

おり、その中の１冊、Ｄ．キャナダイン

の『いま歴史とは何か』を取り上げたか

ったが、議論が未消化なので紹介にとど

める。今回は、この２つの議論のうち「歴

史学の科学性」を中心に見ていきたい。

歴史学の科学性

このテーマに関する「歴史学と歴史小

説の相違」の問題ではまず「フィクショ

ンかノンフィクションか」という論点が

あげられるだろう。しかし、塩野七生氏

の小説のような史料に基づく歴史小説は

どのように扱うべきなのだろうか。これ

に対して彼は先行研究・史料の批判的検

討の有無を重視する。つまり、歴史学を

「常に根拠を示す必要のある学問、同時

に常に新解釈に開かれる現在進行形の営

み」と狭義の意味ではない修正主義的な

ものとして捉えている。

また、歴史学には過去さまざまな観点

から批判が加えられてきた。その１つに

９０年代に言われた「大きな物語の終焉」

という考えがある。この例に歴史学批判

としてのＦ．フクヤマがあげられる。フ

クヤマは２０世紀の歴史を支えたマルク

ス主義の歴史学に見られる社会革命重視

論や経済的基底還元論に対して疑義を提

示した。そして旧ソ連の崩壊を受けて「大

きな物語の終焉」と述べたが、実際には

イデオロギーの多元化・相対化という現

象が見られたことは間違いない。結局は
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彼も社会がリベラルな民主主義へ収束す

ることを説いており、やはり別な「大き

な物語」への収束を説く点で限界があっ

たという指摘がなされている。小田中氏

はこれについて「大きな物語の終焉」で

はなく、複数の大きな物語が並存してい

くこと主張した。こうした中で、歴史学

を「より正しい解釈を求める営み」であ

るとし、その「解釈論的不可能性」を説

いた。これは６０年代のＥ．Ｈ．カーの

言葉「歴史とは歴史家と事実との間の相

互作用の不断の過程であり、現在と過去

との間の尽きることを知らぬ対話」と通

底するものである。

次に「史実へのアクセス可能性」の問

題について触れたい。１９世紀に成立し

た実証主義は史料批判に基礎を置くこと

で主体を消し去り、史実へのアクセスは

可能であるとした。これに対して実証主

義批判の立場でアナール学派やマルクス

主義の歴史学が登場する。アナール学派

の特徴は、問いかける主体としての人間

を重視し、その結果対象が細分化するた

めそれを統合する必要がある点である。

また、小田中氏は構造主義の文脈で「正

しい認識は可能か？」という問いかけを

行った。構造主義では問いかける主体が

属する時代・地域・社会集団によって個

の認識が規定される。ここでは歴史的な

事実が存在してその現実の反映として言

語が存在するのではなく、逆に言語が現

実を構築する側面が強い言語論的転回が

見られると指摘している。これらから、

現実は構築されていくものである以上、

真実を知ることはできないという「不可

知なる真実」「物語としての歴史」という

観点が出てくることになる。ただ彼はこ

のことに対して、歴史家たちは歴史学の

可能性に目を閉ざすべきではなく、コミ

ュニケーションを通して複数の中から良

い解釈を追究していくべきだと述べてい

る。

②長谷川貴彦

「修正主義と構築主義のはざまで」

（『社会経済史学』７０－２ ２００４年）

これまでの歴史学の今日的課題に対し、

社会史研究を軸としてさらに個別具体的

な研究をしたのが長谷川氏である。社会

史研究は実証主義への対応で行われ、「下

からの歴史」「人民の歴史学」として狭義

の歴史学を超えて隣接諸科学と融合しな

がら研究が進んでいった。しかし、その

ような社会史研究は対象を時間的・空間

的に細分化するため、長期的変動や歴史

的全体像を捉える視点を喪失し、物理的

利害に基礎を置く社会的カテゴリーを動

揺させた。つまり、それまでの「人民」

や「労働者」、「資本家」というカテゴリ

ーに疑問を提示したのだ。こうした中で

修正主義が生まれ、そこでは社会的カテ

ゴリーはアプリオリに存在するのではな

く構築されていくものだという指摘がな

された。そして、この「構築されるもの」

ということで構築主義の考えが出てくる。

構築主義で歴史を書く主体を考えると、

客観的な歴史解釈が不在であり、そのこ

とから今日では主観主義的歴史解釈が生

まれてきている。また、考察する対象と

しての歴史は、社会は物質的・客観的存

在に還元不可能であるために今日では儀

礼・言説・習慣・象徴などの役割への関

心が生まれてきた。こうした文化的なも

のへの関心を文化論的転回と呼んでいる。
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他方で、社会そのものが言説＝実践によ

り構築されるということから言語論的転

回も見られる。

こうした状況の中で、長谷川氏は今日

の歴史研究のあり方について３つの例を

あげている。第１に階級について中間層

に注目することでエリート対民衆の対抗

図式を内破するという研究である。また、

第２にジェンダーについて本質主義と構

築主義の間に生きている主体の経験とい

うカテゴリーを挿入することを提示した。

第３の都市史では国家と市民社会の中間

的領域に位置するアソシエーションへ着

目することで、歴史を動態的な過程とし

て再解釈することができるとした。私の

発表もこのような視点で教育について考

えたい。

③保苅実

『ラディカル・オーラル・ヒストリー』

（お茶の水書房 ２００４年）

次に保苅実氏の著書について紹介する。

彼は若くして亡くなられたが、この本の

目的を誰もが日常的に歴史実践を大切に

する事であると述べている。つまり、歴

史を生産・維持しているのは歴史学者だ

けではなく、人々が日常で行う歴史実践

にもっと目を向ける必要があると指摘し

ている。そのための方法として、例えば

文化人類学でのテープなどの口述史料の

使用やインタビュー、フィールドワーク

をあげている。彼は特にアボリジニの歴

史実践に注目し、彼らが行う物語を歴史

家による歴史分析として利用することが

可能かという問題提起を行った。例えば、

村にケネディ大統領が訪れ、その結果牧

場でイギリスの支配に苦しんでいたアボ

リジニの土地返還運動が成功したという

長老の話である。いわゆるアカデミック

な歴史学では間違いとして否定されるの

だが、保苅氏はオーラルな語りを全て否

定することが本当に正しい歴史なのかと

いう疑問を投げかけた。一方で、そのよ

うな語りを全て認める手法についても、

尊重し過ぎることで本質的な問題を見過

ごす可能性があるとして批判した。しか

し、いわゆるアカデミックな歴史学を優

位におく風潮に対し、歴史家ではなくて

も歴史家たりえるのではないかという問

いかけを行ったことには大きな意味があ

る。

アボリジニは一見相互に矛盾する複数

の歴史物語を共奏させている。保苅氏は

これらの歴史実践を「歴史をメンテナン

スする」あるいは「歴史に浸る」と表現

し、サバルタンの語りあるいはいわゆる

良い歴史ではない危険な歴史として否定

・包摂するべきではないと言っている。

むしろ、これらは我々の歴史実践と通底

しており、そこから史実性の重視という

呪縛から解放された歴史学が見えるので

はないかと考えた。ただ、これは実証主

義の否定ではなく、実証主義の重要性を

認識した上で、そのようなものを見つめ

る姿勢も必要だということである。ここ

で注目すべきものは「歴史経験への真摯

さ」である。これは自己の都合で歴史を

ねじまげるのではなく歴史に対して誠実

に向かっていく姿勢、そうした中で語ら

れる歴史というものの多元性を重視する

ことが大切だということである。

こうした中で保苅氏は否定でも包摂で

もない新しい歴史叙述の方法として、異

なる歴史時空をいかにつなげていくか、
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あるいはいかにアカデミックな歴史と共

奏させていくかという可能性を探索する

ことが重要だと述べている。さらに、あ

らゆる存在から歴史とは何かについて学

ぶ必要性があるとしている。

まとめになるが、言語論的転回以降の

ポストモダン的歴史学では歴史学の物語

性が論じられるが、大切なのは過度の実

証主義・物語論に陥らず、多元的時空を

持つ歴史経験に真摯に向かい合うことで

ある。これまで見てきたように最近の史

学では言語論的転回以降、構築主義が生

まれ、現実は構築されるものだという考

えが言われている。私の発表でもそうし

た点からフランス１９世紀の教育史を考

えたい。

ⅱ）歴史教育の今日的課題と可能性

私は歴史教育の今日的課題と可能性に

ついて、基礎的知識と歴史的思考力をい

かに育むかということ、戦後歴史学から

脱却しつつある今日の現代歴史学の成果

をいかに世界史教育に反映するかという

ことの２つの課題をあげた。今回の発表

では後者の糸口となる話をしていきたい。

ⅲ）問題関心と対象

①問題関心

私の問題関心は、公教育の歴史的本質

がどのようなものかということである。

そのためには公教育の歴史的本質を知る

必要があり、この点から公教育が整備さ

れ始める１９世紀を研究対象とした。ま

た、近代国民国家の形成で特に重視され

るのが初等教育であり、革命期以後に統

治手段として焦点化されることから、そ

の検証を通して国民国家論を批判的に捉

えていこうと考えた。そのため、初等教

育を中心に研究することにした。

さらに、国家が公教育でヘゲモニーを

確立していく状況が１９世紀後半に生ま

れるが、ヘゲモニーを確立していく過程

が大切である。これを考えるためには国

家がどのように制度に対する民衆の同意

を得ていったのかが問題となる。そこで、

初等教育が確立される第三共和政期以前、

すなわちフランス革命期から第二帝政期

までを具体的な対象として考えていきた

い。

②研究史

フランスの初等教育についてはこれま

で日本、フランスでも多くの研究がなさ

れてきた。まず制度・政治史を見ると、

初等教育に関する諸立法の成立過程とそ

の意義に関する諸研究が行われた。それ

らを通して、初等教育の進展における制

度的要因の評価がなされている。つまり、

さまざまな立法の意義を高く評価し、革

命前後で制度的な断絶が見られるとして

いる。

また、研究の中で国家と教会が公教育

のヘゲモニー争いをしていたという指摘

がある。こうした文脈は、フランス革命

の到達点としての世俗的共和主義の勝利、

義務・無償・世俗の初等教育を誕生させ

た第三共和政期のフェリー法による国家

のヘゲモニー確立を評価する流れにつな

がる。そして、この流れの中で第三共和

政期が特に重視され、多くの研究がなさ

れているのである。

一方、社会・数量史では初等教育の実

態に関する研究がなされた。ここでは制

度と実態の乖離が指摘される。例えばフ
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ュレとオズーフというフランスの歴史家

の著書の中で、１８世紀から識字率が持

続的に上昇しており、ギゾー法などの立

法以前にすでに初等教育が進展していた

ことが明らかにされている。そのことか

ら彼らは、革命前後の実態の連続性を主

張するとともに制度的要因がそれほど大

きなものではなかったという修正をして

いる。他方、統計を用いた制度的要因に

よる検証も行われた。ここでも制度的要

因に左右されない初等教育の成長が明ら

かにされた。つまり、フランス革命後も

各地域に存在する初等教育は失われず、

むしろそれを土台に公教育が成立したと

いう指摘がなされている。こうした研究

を見ると地域的要因が非常に重要である。

言い換えると単なる上から与えられた国

民国家と初等教育という形でフランス１

９世紀の初等教育が進展したわけではな

いことが言えるのである。そのため、制

度的要因以外にはどのようなものがあっ

たのかを探求する必要が出てくる。ここ

で指摘されるのは経済的要因、文化的要

因あるいは心理的要因の存在だ。

例えば児玉智子氏はコレーズ県の石工

の例をあげている。彼らは出稼ぎを行う

移動労働者である。パリとコレーズを行

き来する中で石工は初等教育の必要性を

感じ、コレーズ県に戻った時にコミュン

でその重要性を伝えるという回路が存在

した。児玉氏は研究から、そういった職

業に左右される経済的要因あるいは心理

的要因もあったのではないかと指摘して

いる。

③課題と対象

このように初等教育の歴史的展開につ

いて説得力を持って論じるためには制度

と実態の乖離に目を向け、それを接合す

る試みが必要になる。そこで、相互的に

アプロプリアシオン（摂取－利用）しあ

うさまざまなアクターの対立・交渉・妥

協の過程としてどのように初等教育が進

展したかが探求されるべき課題となる。

これを検証するには国家と地域を結ぶ中

間的諸組織を考える必要がある。例えば

初等教育視学官や郡委員会・コミュン委

員会などの地方の初等教育行政組織を研

究することで、国家の制度が地域に伝わ

る様子、それに対する地域の反応、そし

てそれが国家に伝わる過程が浮かび上が

ってくるだろう。しかし、初等教育行政

についてはフランスでも近年本格的な研

究が始まったばかりで、わが国では体系

的な把握が未だになされていない。そこ

で本発表では地方初等教育行政に関する

先行研究と若干の史料の検討から、その

制度的な概観とイデオロギー的側面およ

び実態を検討することで上記課題を論じ

たい。

１ １９世紀フランス初等教育史概観

１－１ 制度的概観

アンシアンレジーム期には公教育では

なく、教会が自発的に民衆を教育するプ

ライベートな形の小さな学校が存在して

いた。革命期のイエズス会禁止に端を発

する初等教育の間隙に、いかに国家が関

与していくかという問題が生まれた。第

一帝政期には帝国ユニヴェルシテが誕生

したが、これも初等教育に関しては等閑

視していたため、実際に初等教育制度が

整理されたのは復古王政期だった。この

時代は初等教育令が出され、学校の保持
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が義務化されたが罰則規定がなく、実際

には学校を持たない自治体コミュンも多

かった。これが七月王政期に入ると１８

３３年のギゾー法で初等教育の設置勧告

が再びなされ、手厚い財政措置がとられ

るようになった。その後、第二共和政期

に入ると１８５０年にファルー法が制定

されて教会権力が力を増した。次いで第

二帝政期にはフォルトゥル法、デュリュ

イ法を経て再び初等教育は充実の道をた

どった。最終的には第三共和政期のフェ

リー法によって無償・義務・世俗の初等

教育が誕生する。こうして１９世紀のフ

ランスでは、それぞれの政体で初等教育

の法的整備が進められていった。

１－２ 数量史に見る初等教育の実態

「初等教育に関する統計」で学校総数

を見ると１８１７年には２０,７３４校だ

ったものが１８８６－７年には８０,２０

９校になり、順調に初等教育が進行した

ことがわかる。また、１８３２年には約

３０％だった初等教育学校のないコミュ

ンが、１８４７年では約９％に減少する。

教師数は１８３７年に５９,７３５人だっ

たものが１８８６－７年にかけては１３

６,８１９人と初等学校数の増加よりも急

激な割合で増えていることがわかる。教

師の収入を見ると１８３７年の段階で２

５６フランである。これは極めて貧しく、

当時の労働者より低い数字である。この

ため、教師が農業・煙草屋・司祭助手、

コミュンにある役場の書記などの副業を

行うことが常態であった。これは次第に

改善されていくが、第三共和政期以前は

貧しい存在であったと言える。しかし、

教師を養成する師範学校数、生徒数も同

じく増加しており、数量的な面からも初

等教育が進展していったことがわかるだ

ろう。

１－３ 初等教育の進展

－民衆の同意がいかに形成されるか－

次に民衆の同意がいかに形成されたか

によって初等教育の進展を見ていきたい。

当時初等教育進展の障害として何があげ

られていたかというと、政治的要因とし

て「初等教育なんていらない」という地

方の名望家の怠惰と妨害などが指摘され

ている。経済的・心理的要因では、「農作

業をさせていた方がマシである」という

当時の親の心性があげられている。ある

いは文化的な要因として地方語や方言、

マジステール（衒学教師）と呼ばれるも

ぐりの教師の存在が初等教育進展の障害

になったと言われている。

反対に初等教育進展の諸要因を見ると、

コミュン外的な変容要因としては専門的

な視学官制度の整備による行政の効率化

があげられる。また、コミュン内的な変

容要因としては初等学校設立などの制度

的要因あるいは民衆の習俗の変容といっ

た文化的要因などが指摘されている。

２ １９世紀フランス初等教育行政史

－中間的諸権力を中心に－

２－１ 制度的概観

それでは、このような制度的なものと

実態的なものをつなぐために初等教育行

政について触れたい。ここでは実際に民

衆にかかわっていた諸権力を中心に話を

する。まず、それぞれの政体で初等教育

行政組織が整備され、特に七月王政期に

は初等教育行政制度が確立するとともに
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国家の介入が強化された。具体的には、

現在の市町村の教育委員会にあたるコミ

ュン委員会と各管内の教育局にあたる郡

委員会があった。これらの地域的組織に

対して、七月王政期の１８３５年に中央

から派遣されて初等学校の査察を行う初

等教育視学官が創設された。このことか

ら、地域的に存在していた初等教育に国

家の介入が強まったのが七月王政期だと

言われるのである。

２－２ 統治者サイドの初等教育に

関する認識とイデオロギー

初等教育に対する当時の支配階層の認

識を見ていきたい。七月王政期と第二帝

政期について史料が残されている。七月

王政期については視学総監マテルが書い

た初等教育の手引書からそれを捉えるこ

とができる。

彼は初等教育の目的として「職業を有

効に成し遂げるために必要な概念を子ど

もにもたらすこと」をあげた。つまり、

今の親の職業をそのまま受け継ぐ形での

初等教育像を描いており、民衆の社会的

上昇は部分的だったようである。また、

別な目的として諸逸脱を根絶することに

ついて触れている。つまり当時の支配階

層は、初等教育を子どもに秩序と服従と

尊敬の習慣を与える社会秩序形成の手段

として考えていたのである。

また、中央権力は初等教育行政に対し

地方行政組織間の境界が曖昧であるとい

う認識を示している。当時はコミュン委

員会・郡委員会、視学官などが存在して

いたが、役割が未整備で互いの権限がぶ

つかり合っており、国家はこのような手

引書で両委員会と視学官の権限の違いや

あるべき関係、共同関係でどのような初

等教育にするべきなのかを示したのであ

る。

手引書では、さらに制度と地域的実態

との間の乖離について、制度的要請を逃

れる実態が存在したという認識がなされ

ている。つまり、地域に自由裁量の余地

が存在していたのである。また、初等教

育制度を浸透させるべき手段の例として、

初等教育に対する質問集の作成、書物リ

ストを視学官に持たせて確認させるなど

の方法を収録している。

一方、第二帝政期については公教育省

初等教育局長ランデュという人物が史料

を残している。それによると第二帝政期

も七月王政期とあまり変わらず未達成の

初等教育で、数量的には進んでいるが現

状は悲惨であると述べている。こうした

中でランデュは、教育内容を充実させる

ことで社会的上昇の可能性が存在するこ

とを民衆に教えるべきであるという見解

を示しており、そこから若干七月王政期

とは違う方向へ改革が進んでいることが

わかる。また第二帝政期における制度と

地域的実態の乖離については、１８５８

年でも初等教育における地域的な多様性

が存在していたことを述べている。この

ような状況の中でランデュは初等教育制

度を浸透させる手段として宿題を課すこ

とを主張している。宿題を課すことで子

どもが家庭で初等教育を行い、それを見

る親の心理を変容させると考えたようで

ある。

これらの状況から、国家介入の強化が

進められる中で地方教育行政の実態はど

うだったのかということが今後探求すべ

き課題として浮かび上がる。
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２－３ 初等教育行政の実態

－七月王政期を中心に－

七月王政期の委員会組織について、コ

ミュン委員会は国が設置して制度的に整

備したにもかかわらず実際はほぼ機能し

ていなかった。一方、郡委員会は概ね機

能していたようである。また、１８３５

年に創設された初等教育視学官の働きを

見ると、初等教育が必ずしも国家からの

制度的要因や働きかけによってのみ進展

したわけではないことがわかる。具体例

をあげると、視学官は報告書の中で教育

協議会について取り上げている。これは

現代における教員の研究会のような集ま

りと考えて良いのだが、国が制度として

創設したものではなく地域の教師が自発

的に組織したものであった。査察にきた

視学官がこの存在を認識し、義務化の必

要性を感じて報告書で取り上げたのであ

る。そして、初等教育行政のトップであ

る視学総監が同意し、公的な組織化が行

われるという過程が存在したことがわか

っている。つまりこのことは、下からの

活動として始まった教育協議会の意義が

視学官によって認められ、公的組織化が

行われるというプロセスが１９世紀のフ

ランスに存在したことを示している。

このような郡委員会と初等教育視学官

との関係はどのようなものであったかと

いうと、当時七月王政期のマルヌ県に初

等教育視学官プルプが派遣された。彼は

国の初等教育を伝える役目を担い、コミ

ュン委員会が機能していないことを批判

するとともに郡委員会へ協力を要請して

初等教育の推進を図った。しかし、マル

ヌ県の郡委員会は猛烈に反発した。当時

の郡委員会は初等教育行政組織の中にあ

りながら、地域の人物中心に構成され、

地元の利害を反映して行動したためにプ

ルプと対立したのである。その結果、プ

ルプ側が妥協した側面が大きく見られる。

つまり七月王政期では、それまで地域に

存在していた教育があり、地域的な利害

を代表する郡委員会があった。一方で国

家の初等教育も進展し、それを伝えるプ

ルプのような人物がいたのだが、それら

が時に衝突した。その結果、必ずしも国

家が優越したわけではなく、地域的なも

のが勝る状況も存在したことがわかるの

である。

おわりに

－まとめと今後の課題－

１９世紀のフランスでは国民国家の形

成のため、国家が初等教育に対する介入

を強めていく。七月王政期では、依然と

して初等教育行政がコミュン行政と未分

化の状態であった。それに対して政府は

初等教育視学官を設置し、制度と理念の

浸透を図った。その過程で、それらを推

進する視学官と両委員会は対立すること

があった。一方で、教育協議会の例のよ

うに下からの要望が吸い上げられ、国家

の制度に反映されることもあったようで

ある。今後もさらに初等教育視学官と両

委員会の活動を検討することが必要とな

るだろう。

フランスの初等教育の進展は、地域と

国家の相互的な関係の中でできてあがっ

たもの、つまり上から伝えられた初等教

育とそれに対する地域の初等教育の両方

が存在する状態で進展していった。地域

は国家の初等教育をある面では受け入れ
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ない場合があり、それを視学官が報告す

ることで国家の方が修正を迫られること

もあった。このようなことから、新しい

政策が提示される際、国家と地域との複

雑な関係の中で地域のものが吸い上げら

れるという相互的な過程として、今後初

等教育の歴史を描くことができるだろう。

以上のことから、国家と社会その中間

に位置する初等教育行政組織の研究を通

じて、いわゆる「上からの歴史」ではな

い新しい歴史を描くことができるように

思われる。そして、このような過程で民

衆が主体的にかかわる歴史が存在したと

いうことを、世界史の授業で何か生徒に

還元できる部分があるのではないかと考

えている。

【質疑応答】

Ｑ１：制度が導入されたことで初等教育

が定着したのではなく、革命前後から識

字率の持続的上昇など教育水準の上昇傾

向が見られるとの指摘があった。一方で、

初等教育進展の障害要因として名望家の

怠慢・妨害や親の「農作業をさせていた

方がマシだ」という心性があげられてい

る。これらの状況についてもう少し詳し

く教えていただきたい。

（函館工業高専・中村）

Ａ１：数量的に見ると初等教育がある程

度立法と関係なく進展したことは間違い

ないだろう。他方、各地域の中には「初

等教育なんて必要ない」という親の存在

が報告されている。このズレをどのよう

に捉えるかについてはさまざまな考えが

ある。報告を見ると初等教育に対して否

定的な親の見解が見られる反面、初等教

育が必要だという親の意見も七月王政期

からすでに存在している。この評価とし

て、視学官がさらに初等教育を進展する

努力を地域に生み出すため、敢えて否定

的な側面を強調した可能性があげられる。

また、実際は進展していたにもかかわら

ずコミュンの初等教育が遅れていると報

告することで、国から補助金を獲得しよ

うとする戦略的な側面があったという指

摘もある。あるいは個人的な意見だが、

農民は初等教育に対して抵抗していると

いう現実を言説として作り上げることで

農民像を構築していった可能性がある。

このように言説として現実を構築する中

で、さらに初等教育に対する努力を全国

的に作り上げようとする側面もあったの

ではないだろうか。ただ、個別に見ると

各地域の親の反応は本当にさまざまだっ

たようだ。

Ｑ２：歴史的思考力を育むにしても材料

をいかに提示するかという問題がある。

高校生には一度歴史の大きな流れを提示

しないと思考することが難しいと思う。

その際、何を軸として歴史の大きな流れ

を提示するべきだと考えるかお聞かせい

ただきたい。

（北海道大学文学研究科・帳山）

Ａ２：ねらいがあって授業がある。ねら

いは教員ごとに異なるものなので、ねら

い＝軸と考えるとどの軸が正しいという

ことはない。私は今回の発表のように国

家が歴史を作ったのではなく、一人ひと

りの人間が生きていく主体として当時の

社会とかかわりあう中で歴史が織り成さ
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れていったという考えを持っている。一

回一回の授業の中で、人間が生きていた

息吹を少しでも醸し出せる授業を展開す

るのが理想である。そのようなことを軸

として世界史の授業に取り組みたい。

Ｑ３：制度的に未整備である初等教育形

成期の１９世紀半ば、教員を取り巻く状

況はどうだったのかお聞かせいただきた

い。 （剣淵・本間）

Ａ３：七月王政期から第二帝政期にかけ

ての教員は極めて多様な存在であった。

当時、各地域には古くからの初等教育の

教師がいた。それに対して師範学校制度

が整えられていき、国家の教育を受けて

出てきた新しい初等教育の教師が登場し

てきた。七月王政期は古い教師の中で、

徐々に新しい教師が増えていく。さらに

第二帝政期に入り、師範学校出身の教員

の割合が高くなっていく状況にあった。

谷川稔氏がいくつか１９世紀の第三共和

政期以前の教師に関しての研究をしてい

るので論文・著作を参考にして欲しい。
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報 告

「世界史研究会 三十周年大会
の宿題－Ｒ.シドル氏の議論から」

札幌星園高等学校長

宮浦 俊明 氏

１ 三十周年記念誌

三十周年大会では、当時北海道教育大

学で研究していたイギリス人のリチャー

ド・シドル氏が「アイヌを通して民族を

考える」という講演を行った。父が軍関

係者のため世界のさまざまな地域で生活

したことや弟子屈のアイヌの方と結婚し

たことなどが背景にあり、このような研

究に入ったと思われる。この他に西山克

典氏は「ロシア・ソ連における『民族』

をめぐる問題」、２年連続となった八尾師

誠氏は「『ペルシア』と『イラン』のあい

だ」、宮崎正勝氏は「世界史における『民

族』問題」と、この大会では「民族」を

テーマにさまざまな講演が行われた。こ

の時期はユーゴスラビアの民族紛争が大

きな問題となっており、記念誌の「討論

を終えて」で西山氏が書いているように、

世界の人々が「民族」をどう教えるのか

を強く考えていた時代であった。

２ リチャード・シドル三十周年講演

講演でシドル氏は「和人がいなければ

アイヌは存在しない。アイヌがいなけれ

ば和人は存在しない。」と話している。グ

ローバリゼーションは民族としてのident

ityの認識を高めるが、このidentityが難

しい問題である。identityにはいろいろ

な訳語があるが、歴史にとってidentity

とは何かということを一人ひとりが考え

ていく必要があるだろう。シドル氏はこ

れを人種（血）の問題とし、「アイヌは滅

び行く民族から先住民族として生まれ変

わった」と語りアイヌを先住民族として

捉えている。

今から１０年前に２０名前後のアメリ

カの高校教師が来札し、シンポジウムを

開いた。そのホームスティ先募集の呼び

かけに札幌の高校の先生たちが集まった

ことが、シドル氏の著書の研究翻訳グル

ープができるきっかけとなった。最初は

「多文化主義」を勉強するということで

ロナルド・タカキ氏の「A Different Mir

ror」を訳し、それを本にするつもりだっ

た。しかし、途中で翻訳が出たためこの

計画は終わってしまった。

余談になるが、当時、ロナルド・タカ

キ氏が札幌のアメリカ文化センターで講

演したことがある。ここで最も印象に残

ったことは、「アメリカで子どもを育て、

札幌の中学校へ入学させた。何と日本の

教育は情けないのだ。日本の先生は学校

で知識しか教えず、人間として必要なこ

とを全く教えていない。」という講演を聴

いていたある母親の言葉だった。子ども

の心に関わるのを避けてきたのが戦後の

教育ではないだろうか。評価についても

点数以外の要素を入れると公正ではなく

なるという考えが受け入れられてきた。

私はやはりそのような考え方はおかしい

のではないかという発想を持っている。

また、私は後日、１０日間でアメリカの

小学校、中学校、高校を見学する経験を

した。アメリカでは小学校１年生から教
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師の話を聞く指導を徹底して行っており、

そこからすでにアメリカの教育の素晴ら

しさを感じた。このことをはじめ、私は

歴史を教えることを通して、教え方や何

を教えるべきかを学び、自らを変えてい

くことができたように思う。

３ リチャード・シドル著

「人種、抵抗、日本のアイヌ」

私たちはシドル氏の著書の第４章を訳

していたが、翻訳していることを知った

シドル氏はイギリスから第１章を書き直

して送ってくれた。イギリス人らしく難

しい言い回しが多く、著者の意図を汲み

取ることに悩みながら翻訳を行った。こ

の改訂版の中でシドル氏は「（アイヌ・和

人関係の形成に、人種や民族性がどのく

らい重要な役割を果たしたかを評価しよ

うとした研究者たちの試みが失敗に終わ

ったことに対して）『人種』差別の社会・

経済過程を見逃したか、排斥されるべき

劣った者としてのアイヌ像が再生産され

ていく歴史過程を見逃したためであっ

た。」と説明し、さらに「近代の日本国民、

国家形成の文脈で『人種』と民族との相

互関係を体系的に分析することは、過去

のみならず現在のアイヌ・和人関係を理

解するために決定的に重要である。」と述

べている。そして、「生来の差異」という

ことについて、第４章で非常に細かく歴

史文献を実証的に踏まえて説明を行った。

私たちの幼い頃にはまだ身近にアイヌ

の方がおり、その人たちに周囲が何を言

っていたかを記憶している。シドル氏が

第４章で述べている身体的な特徴などに

ついて、先入観として頭から植え付けら

れている部分があった。このような問題

に対してシドル氏は、近代化のプロセス

の中でダーウィニズムの考えが日本に入

り、それが固有の「血統」や「ケガレ」

という思想と反発することなく結びつい

ていった過程を解説している。また、「日

本語の『民族』とは天皇統治のもと、『家

族国家』とよばれる巨大な虚構の血縁関

係共同体に言語、文化、血脈といった原

初的な結びつきがまとめられた」と指摘

し、これが１９３０年以降のことである

ことを補足している。

４ 民族問題の教材化の課題

これは「討論を終えて」で西山氏が言

っているように、世界史教育を具体的事

実から生徒に思考させる科学としてどの

ようにやっていくべきなのかということ

である。

①民族が民族問題になる形成過程

②グローバル化（国際化）の視点

③個々の生徒のidentityの形成

④多様な視点～日本人であること、アイ

ヌ人であること、北海道人であること

⑤生徒自身が豊かな歴史像を描くこと

という５点があげられるが、私は生徒が

どのように自分のidentityを形成してい

くかが世界史におけるキーポイントだと

考えている。実際、日本人、アイヌ人、

北海道人など、そのどこに自分が所属す

るのかということは証明できるものでは

なく個々の問題にしかならない。生徒一

人ひとりがその個々の問題を自分の問題

として認識した時、多様な視点から豊か

な歴史像を自ら描けるようになるのでは

ないだろうか。
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５ 私の課題

最後に、私は歴史教育の今後の課題と

して以下の６点をあげた。

第１に「多文化主義、複眼的思考など

を越えて、グローバル化が進む日本のこ

れからの選択肢を生徒に提案できるか。」

ということである。１０年前は「複眼的

思考」という言葉は大変新鮮なものだっ

たが、今では当たり前になった。同時に

国際化が身近に感じられるようになった

が、これは単に異文化理解の問題ではな

い。各々の教員がその依拠するところか

ら次の世界像を生徒に話していく義務が

あるだろう。

第２に「『２０世紀は何か』を生徒にど

う教えるか。」である。私は世界史Ａが出

た時、「２０世紀は何か」を導入にした。

生徒に「２０世紀は何か」を問い、なぜ

このような２０世紀ができたのかを理解

させるために１９世紀を学ばせるという

方法をとった。２１世紀に入り、今度は

２０世紀を生徒に示す必要があるだろう。

第３に「時代状況が目に見えて変化す

る環境の中で、今生きていることの歴史

教員としての幸せをどう生徒に伝える

か。」である。現代のように生活自体が技

術革新で変化するのは産業革命以来と言

われる。我々教員がこの過程で敗れてい

く人々の意識構造を学び、その時代条件

を認識した上で、歴史を教えていること

の幸運・喜びを生徒に伝えなければとい

う気持ちを持っている。

第４の「変化の中で、過去を繰り返さ

ないためにも、生徒一人ひとりが自らの

ものにする歴史認識を形成するには何が

必要か。」について、私は豊かな歴史像を

描く力とそれを批判的に検証する力が必

要だと感じる。ＴＶ番組でイスラエルの

問題を取り上げ、「世界は戦争の時代に入

ったのでしょう。」と言っていた。大きな

時代状況、日本の方向性などをしっかり

見つめ、それを生徒に伝える必要がある

だろう。

第５に「生徒一人ひとりの世界の中の、

歴史的な空間の位置付けを示すこと。」で

ある。要するに歴史を立体的に示し、生

徒一人ひとりにidentityを形成させてい

くことである。これができなければ、こ

れからの時代を生きていくことが大変に

なるだろう。

第６に「思考させる科学は考えるため

の方法が必要である。方法論が教材の組

み立て方を決める。」ということだ。私は

最近、科学としての教育というものを常

に感じている。教員が自己のidentityを

持って指導することが個性につながり、

教員は自分の個性を持たなければこれか

ら先、生き残っていけないだろう。

私も未だに仕事の中で個々の生徒への

指導に対する方法論が欠如していること

を悩み、さらに生徒を科学的に見ていく

必要性を感じている。このようなことか

ら、例えば総合的な学習の時間をうまく

利用するなど、歴史教育を改めて考えて

いく方法論の追求が今後も必要になって

くるだろう。
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▼第３８回大会予定

日 時 平成１８年８月３日（金）を予定

会 場 北海道大学 文系共通講義棟（昨年と同じです）

講 師 未 定（調整中）

研究発表 未 定（募集中）

＠世界史研究会のホームページ＠

è:北海道高等学校世界史研究会
http://www.augustus.to/~sekaishi/index.html

■編集後記■

会報第１３号の発行となりました。会員の皆様のご協力に感謝申し上げます。

また３７回研究大会の記録を担当していただいた先生方には、お忙しい中にも関わ

らず記録原稿を作成していただき、本当にありがとうございました。

高世研も再来年には４０周年を迎えることになり、現在事務局を中心に２００９

（平成２１）年の記念大会の構想を練っているところです。「高校生に教える『２０

世紀』とは？」（仮）をテーマに、大学の研究者の方々からの基調報告や講演をいた

だき、高校教員の現場からの報告と合わせて、パネルディスカッション形式の内容

を企画しています。詳細については、また後日お知らせすることになります。まず

は今年の第３８回大会への多くの先生方のご参加をお待ちしております。

最後になりましたが、いつものように編集作業が遅れ、関係の先生方にいろいろ

とご迷惑をおかけしましたことをお詫び致します。

（ 岩見沢東・中川雅史 ／ 札幌南陵・吉田 徹 ）

http://www2.snowman.ne.jp/%7Eennui/kouseiken/

